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警視庁職員退職管理要綱の制定について

このたび、別添のとおり、警視庁職員退職管理要綱を制定し、平成２８年４月１日から実施す

ることとしたから、運用上誤りのないようにされたい。

別添

警視庁職員退職管理要綱

第１ 目的

この要綱は、警視庁職員退職管理規程（平成２８年３月２８日訓令甲第６号）第５条に基づ

き、必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 定義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

１ 企業等 営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体をいう。

２ 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団体、行政執行

法人及び特定地方独立行政法人を除く。）をいう。

３ 働きかけ 職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することをい

う。

第３ 管理体制

１ 警務部に退職管理責任者を置き、警務部理事官（人事担当）をもって充てる。

２ 退職管理責任者は、退職管理に関する事務を統括する。

第４ 求人に対する職員情報の提供

１ 退職管理責任者は、職員の採用を希望する企業等から、別記様式第１号の「企業連絡票」

の提出を求めるものとする。

２ 退職管理責任者は、職員が企業連絡票の提出のあった企業等に再就職することにより警察

行政に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない場合に限り、当該企業等に対し、求人内



容と合致する職員に関する情報を提供することができる。

第５ 求職活動の制限

１ 職員は、警察行政に支障を及ぼすおそれがあると認められる企業等への求職活動をしては

ならず、前第４の２により自己に関する情報が提供された企業等以外の企業等に求職活動を

する場合には、厳に注意しなければならない。

２ 職員は、離職後であっても、警察行政に支障を及ぼすおそれがあると認められる企業等へ

の求職活動は厳に慎まなければならない。

第６ 再就職者による働きかけの規制

１ 営利企業等に再就職した元職員（以下「再就職者」という。）は、契約又は行政処分に関

する事務であって再就職した営利企業等に関するもののうち、次のものについて、離職後２

年間は、職員に働きかけをしてはならない。

(1) 離職前５年間の職務に関するもの

(2) 離職前５年より前の管理職であった期間の職務に関するもの

２ 前１のほか、再就職者は、在職時に自らが最終決裁して決定した契約又は行政処分であっ

て再就職した営利企業等に関するものについては、離職後の期間を問わず、職員に働きかけ

をしてはならない。

３ 退職管理責任者は、営利企業等に再就職する職員から、前１及び２の規定を遵守させるた

め、別記様式第２号の「誓約書」の提出を求めるものとする。

４ 退職管理責任者は、職員の採用を希望する営利企業等から、再就職者を前１又は２の規定

に違反するおそれのある営業活動に従事させないことについて企業連絡票により誓約を求め

るものとする。

５ 職員は、再就職者から前１又は２の規定に違反する働きかけを受けた場合は、速やかに所

属長に報告しなければならない。

６ 所属長は、職員が再就職者から前１又は２の規定に違反する働きかけを受けた場合は、速

やかに別記様式第３号の「働きかけ規制違反等報告書」により警視総監（退職管理責任者経

由。以下同じ。）に報告しなければならない。

第７ 再就職状況の届出

１ 職員は、在職中に企業等への再就職を約束した場合は、東京都職員の退職管理に関する規

則（平成２８年東京都人事委員会規則第１２号。以下「規則」という。）別記第３号様式の

「再就職状況届出書」により警視総監に速やかに届け出なければならない。

２ 離職日の前日において警部以上の階級又はこれに相当する職にあった元職員は、離職後２



年以内に企業等に再就職した場合は、再就職状況届出書により警視総監に速やかに届け出な

ければならない。ただし、前１の規定により届け出た企業等に再就職した場合を除く。

３ 次に掲げる場合は、前１又は２の規定による届出は要さないものとする。

(1) 警視庁の再任用職員として採用される場合

(2) 警視庁の一般職非常勤職員として採用される場合

(3) 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）による届出がなされる場合

(4) 東京都職員の退職管理に関する条例（平成２７年東京都条例第１２７号）及び規則の

規定の趣旨等に鑑み、届出をしないことにより警察行政に支障が生じないと認められる

場合

第８ 再就職状況の公表

１ 退職管理責任者は、前第７の１又は２の規定による届出等を踏まえ、毎年１回、前年度に

再就職した元職員のうち所属長であったものの再就職状況について公表するものとする。

２ 前１の規定による公表は、警視庁情報公開センターにおいて閲覧に供することにより行う

ものとする。

第９ その他必要な措置

所属長は、所属職員に対し、退職管理に関する指導教養を徹底しなければならない。



別記様式第１号（第４の１及び第６の４関係）
年 月 日

企 業 連 絡 票

企業等の名称

役 職 名
代 表 者

氏 名

事 〒

業 所 在 地

所

概

要

事 業 内 容

採 用 予 定 日 年 月 日

職 名
求

人

内
職 務 内 容

容

【連絡先等】

役 職 名 担当者氏名

電話番号 ＦＡＸ番号

採用した職員を地方公務員法第３８条の２又は東京都職員の退職管理に関する条例第２条
の規定に違反するおそれのある警視庁への営業活動に従事させないことを誓約します。

年 月 日

役職 氏名

注 警視庁職員の採用を希望する場合に提出してください。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。



別記様式第２号（第６の３関係）

年 月 日

警 視 総 監 殿

所 属

階級（職名 ・氏名 印）

誓 約 書

私は、再就職した場合、元警察職員としての自覚を持ち、地方公務員法第

３８条の２又は東京都職員の退職管理に関する条例第２条に違反する行為を行

わないことを誓約します。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。



別記様式第３号（第６の６関係）

報告（ ）第 号

年 月 日

警 視 総 監 殿

長

働きかけ規制違反等報告書

係 氏 名

報 告 者

連絡先階級 職名（ ）

氏 名

働きかけ

勤務先・役職（部署名）を行った

再就職者

（ ）退職時の所属・階級 職名

働きかけの日時

働きかけ

内 容の内容等

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。


